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１０  異なった種類のワクチンを接種する場合の接種間隔（【表１】参照） 

同じ種類のワクチンを複数回接種する場合はそれぞれのワクチンに定められた接種間隔を守る

こと。なお，「予防接種法第５条第１項の規定による予防接種の実施について」の一部改正によ

り，令和２年１０月１日より一部ワクチンを除き接種間隔が撤廃される。 

ただし，あらかじめ混合されていない２種類以上のワクチンについて，委託医が必要と認めた

場合には，同時に接種を行うことができる。 

注射生ワクチン：ＭＲ，麻しん，風しん，ＢＣＧ，水痘（任意の予防接種：おたふくかぜ，黄熱） 

経口生ワクチン：ロタウイルス（令和２年１０月１日より定期接種化） 

不活化ワクチン：ＤＰＴ，ＤＴ，日本脳炎，単独不活化ポリオ，４種混合（ＤＰＴ-ＩＰＶ），Ｈｉｂ感染症，小児の肺炎球菌感染

症（１３価），ヒトパピローマウイルス感染症，肺炎球菌（２３価）,Ｂ型肝炎（任意の予防接種：破傷風，Ａ

型肝炎，狂犬病，髄膜炎菌感染症） 

【表１】予防接種の接種間隔 

接種ワクチン 次に接種するワクチン 

注射 

生ワクチン 

注射 

生ワクチン 

27日以上

経口 

生ワクチン 

不活化 

ワクチン 

27日以上

27日以上

注射 

生ワクチン 

例：２７日以上 月曜日に接種すると４週間後の月曜日から接種可 

  ６日以上   月曜日に接種すると１週間後の月曜日から接種可 

現行（令和２年４月から９月）

注射 

生ワクチン 
経口 

生ワクチン 

不活化 

ワクチン 

注射 

生ワクチン 

経口生 

生ワクチン 

27日以上

経口 

生ワクチン 

不活化 

ワクチン 

27日以上

27日以上

改正後（令和２年１０月から開始）

制
限
な
し

現行 

どおり 

27日以上

制限なし

制限なし

経口 

生ワクチン 

不活化 

ワクチン 

経口 

生ワクチン 

注射 

生ワクチン 
制限なし

制限なし

制限なし

注射 

生ワクチン 

不活化 

ワクチン 

不活化 

ワクチン 
経口 

生ワクチン 

制限なし

制限なし

制限なし

注射 

生ワクチン 

経口 

生ワクチン 

不活化 

ワクチン 

不活化 

ワクチン 

6日以上

6日以上

6日以上
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